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「
牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の

管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」

に
基
づ
き
、出
生
ま
た
は
生
体
で
輸
入

し
た
牛
は
、個
体
識
別
番
号
が
印
字
さ

れ
た
耳
標
を
装
着
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

　
牛
の
出
生
か
ら
と
畜
ま
で
の
生
産
段

階
で
は
、個
体
識
別
番
号
に
よ
り
個
体

情
報
を
一
元
的
に
管
理
し
、流
通
・
消
費 

段
階
で
は
牛
肉
に
表
示
さ
れ
た
個
体

識
別
番
号
を
伝
達
・
表
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、牛
海
綿
状
脳
症（
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）の
ま 

ん
延
防
止
や
牛
肉
の
安
全
性
に
対
す
る

消
費
者
の
信
頼
確
保
を
図
っ
て
い
ま
す

（
牛
肉
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
制
度
）。 

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、こ
の
制
度

を
推
進
す
る
た
め
、農
家
や
と
畜
場
、

卸
売
・
小
売
業
者
及
び
特
定
料
理
提
供

業
者
へ
の
立
入
検
査
や
指
導
等
を
実
施

し
て
い
ま
す
。 

1 

生
産
段
階
の
取
組 

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、（
独
）家
畜

改
良
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ
れ
て
い
る
県

内
の
全
て
の
農
家
等
に
対
し
、飼
養
し

て
い
る
全
て
の
牛
の
耳
標
装
着
の
確
認
、

出
生
や
異
動
等
の
報
告
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か
、立
入
検
査
・
指
導
等
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

 

①（
独
）家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
の
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
、農
家

ご
と
の
牛
の
リ
ス
ト
を
取
得
。 

 

②
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
た
牛
が
実

際
に
飼
養
さ
れ
て
い
る
か
等
を
確

認
。（
立
入
検
査
） 

③
リ
ス
ト
と
牛
を
照
合
し
た
結
果
、

出
生
報
告
や
転
出
入
の
報
告
、あ

る
い
は
死
亡
報
告
を
し
て
い
な
い

牛
が
あ
れ
ば
、異
動
報
告
す
る
よ

う
、指
導
等
を
行
い
ま
す
。 

  

「
牛
肉
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
ティ
制
度
」に
係
る 

 
沖
縄
総
合
事
務
局
の
取
組
。 
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牛
肉
に
表
示
さ
れ
た
番
号
か
ら
、
生
産
履
歴
が
分
か
り
ま
す 

（独）家畜改良センター  
 

全国の酪農家や肉用牛農家
のリスト及び全国で飼養さ
れている全ての牛が登録さ
れています。 

出生、転出入、死
亡等の異動報告
は固定電話、携帯
電話からでも報
告できます。 

牛のリストには、農家の
住所、電話番号、飼養さ
れている全ての牛の個
体識別番号が記載され
ています。 

１頭・１頭、全ての
牛をリストと照合
し、確認します。 

QA 牛の生産履歴は
どのように見れ
ば良いですか？ （

独
）家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、個
体
識
別
番
号 

を
入
力
す
る
こ
と
で
、そ
の
牛
の
品
種
や
、

い
つ
・
ど
こ
で
生
ま
れ
、育
て
ら
れ
、と

畜
さ
れ
た
か
な
ど
の
情
報
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 
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2 

流
通
・
消
費
段
階
の
取
組 

　
県
内
の
牛
肉
の
卸
売
業
者
や
小
売

業
者
及
び
ス
テ
ー
キ
店
・
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ

店
・
焼
肉
店
・
す
き
や
き
店（
以
下
、 「
特

定
料
理
提
供
業
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、

牛
肉
の
個
体
識
別
番
号
の
表
示
と
牛

肉
の
取
引
の
状
況
を
記
載
し
た
帳
簿

等
の
備
え
付
け
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い

る
か
、立
入
検
査
・
指
導
等
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

　
ま
た
、個
体
識
別
番
号
が
適
正
に
伝

達
・
表
示
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
、

卸
売
業
者
や
小
売
業
者
及
び
特
定
料

理
提
供
業
者
か
ら
肉
を
購
入
し
、と
畜

場
で
枝
肉
か
ら
採
取
さ
れ
た
同
一
個
体

識
別
番
号
の
肉
と
、Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ

り
照
合
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

①
県
内
の
卸
売
・
小
売
業
者
及

び
特
定
料
理
提
供
業
者
の
店
舗

へ
行
き
、
国
産
牛
肉
の
個
体
識

別
番
号
が
表
示
さ
れ
て
い
る
か

確
認
、 

ま
た
、
牛
肉
の
取
引
帳

簿
が
あ
る
か
確
認
し
、
そ
の
帳

簿
に
取
引
記
録
の
必
須
事
項
が

記
載
さ
れ
て
い
る
か
確
認
。
帳

簿
は
１
年
ご
と
に
閉
鎖
し
、
２

年
間
保
存
し
ま
す
。
　 

（
立
入
検
査
）
　 

 

②
個
体
識
別
番
号
が
表
示
さ
れ

て
な
か
っ
た
り
、取
引
帳
簿
に
不

備
が
あ
れ
ば
、改
善
の
指
導
等
を

行
い
ま
す
。 
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牛肉の取引帳簿の記録（例） 

取引記録の必須事項 
①個体識別番号 
②仕入れ年月日 
③仕入れの相手方 
（氏名又は名称及び住所） 
④仕入れた牛肉の重量 

小売業者が牛肉製品の表示ラベルで 
掲示している例 

特定料理提供業者が店内の 
ホワイトボードで掲示している例 

小
売
店
の
牛
肉
に
表
示
さ
れ
て
い
る
個
体
識
別
番
号
、

ま
た
は
焼
肉
店
な
ど
に
店
頭
表
示
さ
れ
て
い
る
個
体 

識
別
番
号
か
ら
牛
の
生
産
履
歴
が
わ
か
り
ま
す
。
携

帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
で
牛
肉
の
生
産
履
歴
を
確
認
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？ 
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住所は、仕入先一覧表を作成する
などして、明らかにしておく必要が
ある。 


